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   2024年 １０月の予定表  

 
  

 
  

 

 

 

 

2024年 １０月の予定表 

日 
Sun. 

月  Mon. 火  Tue. 水  Wed. 木 thu. 金  Fri. 土  Sat. 

 ３0 １ ２ ３ ４ ５ 

学校行事⇒   一斉下校    

 閉所  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

学校行事⇒   一斉下校  一斉下校  

 閉所  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 14 15 16 17 18 19 

学校行事⇒ スポーツの日  一斉下校    

 閉所  閉所  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 21 22 23 24 25 ２６ 

学校行事⇒   一斉下校   運動会 

 閉所  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

12:15より開所 

 

27 28 29 30 31   

学校行事⇒ 学校振替休日  一斉下校    

 閉所  

８:００より開所 

 
 

 

 

 

 

 

  

お弁当・水筒 持参 

  

 

最終下校時間について 

今月よりお迎えなしの最終下校時間は４時までです。（～来年２月まで） 
区分１のご利用時間は、放課後より 4 時までとなります。（平日に限り、熱中症警戒アラート時もご利用でき

ます）これ以降のご利用は、一時利用料（800円）にて承ります。 

ご利用予約と当日のキャンセルについて 

当日は 10 時まで(平日)入退室システムにて変更が可能ですが、開所後の利用キャンセルやおやつ利用の変更

などは、直接電話連絡にてお願いします。また、メール連絡の際は、件名にお子様の学年とお名前を必ず明記

してください。 

 

運動会【ナガリンピック】並びに学校振替休日の運営について 

10 月 26日(土) 運動会【ナガリンピック】 

12時 15分より開所予定（お弁当持参）わくわく（区分１）も 16 時までご利用できます。 

10 月 28日(月) 学校振替休日（学校休業日） 

8時より開所予定（お弁当持参）わくわく（区分１）は 9 時から 11 時、13時～15 時のどちらか 2 

時間のみご利用ができます。（お昼をまたぐ場合はスポット利用（800 円）で承ります。 



 

 

 

 

 

■運営法人／公益財団法人よこはまユース URL https://yokohama-youth.jp/■担当課／キッズ運営課 TEL.045-662-7646 

 

科学教室（9月 12 日） 
「ふしぎな見えかた」に多くのお子様が参

加し、先生方の指導のもと工作もおこない

ました。（おみやげも大好評でした） 

 

兼用ルームの紹介 
当クラブの第 3の部屋として、また、工

作プログラムのほか、室内遊びやシアター

ルームとして、夏休みに活用しました。 

＊【事前のお知らせ】年末・年始の運営予定について 
  12月 26日(木)～1月 6日(月)までの冬休み中の運営において、12月 29日(日)～1月 3日(金)の 6 

日間は閉所となりますので、ご留意ください。 

12 月 26 日(木)～28 日(土)、1 月 4 日(土)～6 日(月)の開所時間は 8 時（土曜日は 8 時 30 分）とな

ります。区分 1のお子様は指定した午前・午後どちらかの 2時間のみのご利用となります。 

◆写真掲載について◆ 

キッズニュースや法人ホームページ

に子どもたちの写真を掲載すること

があります。ご家庭のご事情などで掲

載を望まれない場合はキッズクラブ

までお知らせください。 

＊【お願い】安心・安全なキッズクラブを目指して 
  夏休みは大きな事故もなく、無事に過ごすことができましたが、ここ最近、児童間の暴力・暴言事案が少

なからず発生しております。（男子の間では、なぐる等の暴力だけでなく、運動中に相手をののしる、あ

る指を立てる、集団で威圧、女子の場合は相手の容姿やしぐさを馬鹿にし、心無い言葉を投げかける事案

が後を絶ちません。当クラブとしては、以下の流れで厳正に対処しますので、ご承知おきください。 

① 児童や保護者からの情報をもとに、対象児童の見守りを強化（現場と証拠をおさえます） 

② 集めた情報をもとに加害側の保護者に伝え、児童を個別指導 

③ 学校の児童支援専任の先生と情報を共有 

④ 保護者面談（当クラブの利用状況、問題に関する説明と今後の対策） 

 

※残念ながら、スタッフの目の届かない場所で発生することもあり、お子様から相談があった際は遠慮 

なくクラブまでお申し出ください。 


